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お
得
な
暦
年
贈
与

　

一
般
的
に
は
「
贈
与
税
は
高
い
」

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
贈
与
額

の
全
額
に
税
金
が
か
か
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
相
続
税
と
同
じ

よ
う
に
、「
基
礎
控
除
」
と
い
う
も

の
が
あ
り
、
１
人
に
つ
き
、
年
間

１
１
０
万
円
と
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
例
え
ば
年
間
２
０
０
万
円
を

受
贈
し
た
場
合
に
は
、
１
１
０
万

円
を
差
し
引
い
た
90
万
円
が
課
税

対
象
と
な
り
、
こ
の
場
合
の
税
率

は
10
％
（
表
１
）
な
の
で
、
受
贈
者

は
９
万
円
の
贈
与
税
を
納
め
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
「
基
礎
控
除
１
１
０
万
円

の
範
囲
内
で
贈
与
を
行
え
ば
、
贈

与
税
は
発
生
し
な
い
」
と
い
う
仕

組
み
を
用
い
て
贈
与
を
行
う
方
法

を
「
暦
年
贈
与
」
と
い
い
ま
す
。
左

下
図
の
よ
う
に
、
１
０
０
０
万
円

を
一
度
で
贈
与
し
た
場
合
に
は

１
７
７
万
円
の
贈
与
税
が
発
生

直系専属→18歳以上の者の場合（A)
課税価格 税率 控除額
200 万円以下 10％ -
400 万円以下 15％ 10 万円
600 万円以下 20％ 30 万円
1,000 万円以下 30％ 90 万円
1,500 万円以下 40％ 190 万円
3,000 万円以下 45％ 265 万円
4,500 万円以下 50％ 415 万円
4,500 万円超 55％ 640 万円

左記以外で通常の贈与の場合（B)
課税価格 税率 控除額
200 万円以下 10％ -
300 万円以下 15％ 10 万円
400 万円以下 20％ 25 万円
600 万円以下 30％ 65 万円
1,000 万円以下 40％ 125 万円
1,500 万円以下 45％ 175 万円
3,000 万円以下 50％ 250 万円
3,000 万円超 55％ 400 万円

贈与税速算表（税率と控除額）【表1】

（年間に受け取った贈与額の合計 - 　　　　　）×税率 - 控除

基礎控除ではなく、速算表の控除額

❶ 受贈額　500万円 - 110万円（基礎控除）＝390万円
❷ それぞれの速算表の税率で計算する 

父　：（390万円×15％ - 10万円）×　　　    = 38.8万円

叔父：（390万円×20％ - 25万円）×　　　    = 10.6万円

❸ 合計　38.8万円 + 10.6万円＝49.4万円の贈与税

100
500

400
500

叔父から100万円父から400万円

計算例

計500万円を
１年間に贈与された場合

　税額は大きく違う！　
1,000万円を一括贈与した場合

贈与者（父） 受贈者（子）

❶ 贈与額1,000万円 - 110万円（基礎控除） = 890万円
❷ 890万×30％ - 90万円 = 177万円

速算表 (A)で計算 速算表 (B)で計算

直系専属からの贈与なので
速算表　（A) で計算

暦年贈与の場合

贈与者（父） 受贈者（子）
合計1,000万円

毎年の贈与額100万円 が110万円（基礎控除）以内なので課税なし

ある年 翌年 翌々年

贈与税
納付額
49.4万円

贈与税
0円

贈与税
発生！
177万円
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100万円 100万円

課税価格

基礎控除
110万円

（課税対象）

10年間

　贈与税額の計算方法　


